
本人確認書類を添付するときの注意点（マスキング等） 

・本人確認書類は、氏名、生年月日、住所が確認できるように添付してください。 

・以下の書類については、マスキング等の対応が必要です。必ずご確認ください。 

 

注意が必要な書類 注意いただくこと 

マイナンバーカード 裏面は提出しない 

資格確認書 一部項目をマスキング 

 

●裏面を提出してはいけない書類 

・マイナンバーカード 

※マイナンバー(個人番号)が記載された裏面は提出しないでください。 

 

 

●マスキングが必要な書類 

・健康保険被保険者証 

・国民健康保険被保険者証 

・共済組合員証 

・船員保険被保険者証 

・遠隔地被保険者証 

※以上の書類については一部をマスキングしていただく必要があります。詳細は以下をご確認ください。 

 

＜マスキングする項目＞ 

保険者番号及び被保険者等記号・番号等、二次元コード（記載の場合） 

「記号」「番号」「枝番」「保険者番号」「二次元コード（記載の場合）」のみマスキングを施し、それ以外

の項目は隠れないようにご注意ください。 

 

＜マスキングの方法（情報の隠し方）＞ 

下記の例を参考にマスキングを行ってください。 

【例】 



・コピーをとった後に、該当箇所を見えないように塗りつぶした上で撮影してください。 

・付箋やテープ、紙（透けない素材）などで該当箇所を隠した上で撮影してください。 

※氏名、生年月日、住所はマスキングしないでください。 

 

【OK】正しくマスキングされている 

  

  

【NG例】 

・必要な項目までマスキングしている 

・マスキングすべき項目が漏れている など 

 

「児童福祉法の規定に基づく療育の給付、措置等にかかる医療の給付に関する取扱いについて」 

(平成 27 年 3 月 31 日付雇児福発第 0331 第 1 号・雇児母発第 0331 第 2 号・障障発第 0331 第 2 号)に定

める受診券 

「保険証の記号番号」部分をマスキングしてください 

 


